
�愛媛県規則第５６号
狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則を次のよう

に定める。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則

（狂犬病予防法施行細則の一部改正）

第１条 狂犬病予防法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第８４号

）の一部を次のように改正する。

第７条中「様式第１号）」の下に「（当該報告書に記載

すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によつては認識することができない方式

で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。以下同じ。）を含む。以下「実施

状況報告書」という。）」を加え、同条に次の２項を加え

る。

２ 前項の規定による実施状況報告書の提出は、実施状況

報告書が電磁的記録で作成されている場合には、電子情

報処理組織（実施状況報告書の提出を受けるべき者の使

用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）

と報告をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電

気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同

じ。）を使用して行うことができる。

３ 前項の規定により実施状況報告書の提出が電子情報処

理組織を使用して行われたときは、当該実施状況報告書

の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべ

き者に到達したものとみなす。

第１３条の見出し中「提出書類」を「提出書類等」に改め

、同条中「書類」の下に「又は電磁的記録」を加える。

（理容師法施行細則の一部改正）

第２条 理容師法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第４４号）の

一部を次のように改正する。

本則に次の１条を加える。

（電子情報処理組織による届出）

第６条 厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等にお

ける情報通信の技術の利用に関する法律施行規則（平成

１５年３月厚生労働省令第４０号）第１条第２項の規定によ
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りその例によることとされている行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する法律（平成１４年法律第１５１

号）第３条第１項の規定により電子情報処理組織（同項

に規定する電子情報処理組織をいう。）を使用して法第

１１条第２項の規定による理容所の廃止の届出をしようと

する者は、理容所廃止届に記載すべきこととされている

事項を当該届出をしようとする者の使用に係る電子計算

機から入力して届出を行わなければならない。

２ 前項の規定による届出については、当該届出を書類の

提出とみなして、第４条の規定を適用する。

様式第３号中「第５条」の下に「、第６条」を加える。

（美容師法施行細則の一部改正）

第３条 美容師法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第６５号）の

一部を次のように改正する。

本則に次の１条を加える。

（電子情報処理組織による届出）

第６条 厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等にお

ける情報通信の技術の利用に関する法律施行規則（平成

１５年３月厚生労働省令第４０号）第１条第２項の規定によ

りその例によることとされている行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する法律（平成１４年法律第１５１

号）第３条第１項の規定により電子情報処理組織（同項

に規定する電子情報処理組織をいう。）を使用して法第

１１条第２項の規定による美容所の廃止の届出をしようと

する者は、美容所廃止届に記載すべきこととされている

事項を当該届出をしようとする者の使用に係る電子計算

機から入力して届出を行わなければならない。

２ 前項の規定による届出については、当該届出を書類の

提出とみなして、第４条の規定を適用する。

様式第３号中「第５条」の下に「、第６条」を加える。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

�愛媛県告示第２１５４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生

じた次の土地は宇和島市の地域であることを確認した旨の届

出があった。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１５５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の

届出があった。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１５６号
温泉郡重信町及び同郡川内町を廃し、その区域をもって東

温市を設置した後の東温市及び温泉郡の人口は、次のとおり

である。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

東温市 ３４，７０１人

温泉郡 ６，３４０人

�������
�愛媛県告示第２１５７号
騒音規制法第３条第１項の規定に基づく地域の指定（平成

９年４月愛媛県告示第５４６号）の一部を次のように改正し、

平成１６年１１月１日から施行する。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定地域の範囲の表中「東予市（別添第７図のうち、着色

した部分）」を削り、「別添第８図」を「別添第７図」に、

「別添第９図」を「別添第８図」に改め、「周桑郡小松町（

別添第１０図のうち、着色した部分）」及び「周桑郡丹原町（

別添第１１図のうち、着色した部分）」を削り、「別添第１２図

」を「別添第９図」に、「別添第１３図」を「別添第１０図」に

改める。

別添第３図及び第７図から第１３図までを次のように改める

。

（「次のように」は、省略し、改正後の関係図面は、愛媛

県庁及び関係市町の市役所又は役場に備えて一般の縦覧に供

する。）

�������
�愛媛県告示第２１５８号
振動規制法の規定に基づく地域の指定（平成９年４月愛媛

県告示第５５０号）の一部を次のように改正し、平成１６年１１月

１日から施行する。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定地域の範囲の表中「東予市（別添第５図のうち、着色

した部分）」を削り、「別添第６図」を「別添第５図」に、

「別添第７図」を「別添第６図」に改め、「周桑郡小松町（

別添第８図のうち、着色した部分）」及び「周桑郡丹原町（

別添第９図のうち、着色した部分）」を削り、「別添第１０図

」を「別添第７図」に改める。

別添第３図及び第５図から第１０図までを次のように改める

。

（「次のように」は、省略し、改正後の関係図面は、愛媛

県庁及び関係市町の市役所又は役場に備えて一般の縦覧に供

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

蒋渕 宇和島市蒋渕２６１５、２６１７、２６３４、２７６５、
２７６６、２７６８、２７７２、２７７５から２７７７まで、
２７８６の３、２７８７の１及び２７８８から２７９０ま
での地先公有水面埋立地

２，７１６．１１

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

宇和島市蒋渕２６１５、２６１７、２６３４、２７６５、２７６６、２７
６８、２７７２、２７７５から２７７７まで、２７８６の３、２７８７の
１及び２７８８から２７９０までの地先

２，７１６．１１

愛 媛 県 報平成１６年１０月２２日 第１６０３号
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する。）

�������
�愛媛県告示第２１５９号
悪臭防止法に基づく規制地域の指定（平成１６年３月愛媛県

告示第６５９号）の一部を次のように改正し、平成１６年１１月１

日から施行する。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定地域の範囲の表中「東予市（別添第２図のうち、着色

した部分）」を削り、「別添第３図」を「別添第２図」に、

「別添第４図」を「別添第３図」に、「別添第５図」を「別

添第４図」に改める。

別添第１図から第５図までを次のように改める。

（「次のように」は、省略し、改正後の関係図面は、愛媛

県庁及び関係市町の市役所又は役場に備えて一般の縦覧に供

する。）

�������
�愛媛県告示第２１６２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定に基

づき、東予地域森林計画を立てたいので、同法第６条第１項

の規定により、当該地域森林計画の案を西条地方局産業経済

部林業課、四国中央林業課及び丹原林業課において告示の日

から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１６３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基

づき、肱川地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１

項の規定により、当該地域森林計画の変更の案を八幡浜地方

局産業経済部林業課、大洲林業課及び西予林業課において告

示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１６４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基

づき、今治松山地域森林計画を変更したいので、同法第６条

第１項の規定により、当該地域森林計画の変更の案を今治地

方局産業経済部林業課及び松山地方局産業経済部林業課にお

いて告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１６５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基

づき、中予山岳地域森林計画を変更したいので、同法第６条

第１項の規定により、当該地域森林計画の変更の案を松山地

方局産業経済部久万林業課において告示の日から３０日間公衆

の縦覧に供する。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１６６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基

づき、南予地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１

項の規定により、当該地域森林計画の変更の案を宇和島地方

局産業経済部林業課及び御荘林業課において告示の日から３０

日間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１６０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１６１号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１６５１１３ 有限会社介護サービスひかり
大洲市多田甲６４２番
地 深 井 光 子 身体障害者居

宅介護
有限会社介護サービ
スひかり

大洲市多田甲６４２番
地

平成１６年
１０月１３日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１９１１１８ 有限会社介護サービスひかり
大洲市多田甲６４２番
地 深 井 光 子 知的障害者居

宅介護
有限会社介護サービ
スひかり

大洲市多田甲６４２番
地

平成１６年
１０月１３日

��������������

��������������
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�愛媛県告示第２１６７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

東予市河之内乙３０２の２、乙３０２の３、乙５０２の２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第２１６８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

八幡浜市真網代乙７９の３

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第２１６９号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

西予市野村町旭１２の２、１３、１４、１５の３、１６の２、１６の

３、１７の２、２９の２（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び西予市

役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２１７０号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

西予市野村町旭１２の２、１３、１４、１５の３、１６の２、１６の

３、１７の２、２９の２（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

干害の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び西予市

役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２１７１号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、宇和海を操業区域とする中型まき網漁業

の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定める

。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１６年１０月２２日から１１月４日まで

�������
�愛媛県告示第２１７２号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により次のように埋立てを免許した。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立の免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては、その代表者の氏名及び住所

津島町

北宇和郡津島町岩松甲４７１番地

代表者 町長 赤松 傳雄

北宇和郡津島町大字高田丙３９３番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

北宇和郡津島町北灘字網代甲２３１９番から同町北灘字

シノバシ第４号３７７番８までの地先公有水面

イ 区域

次の１点から１６点までを順次直線で結んだ線、１６点

から真北６２度０３分０６秒３９６．９０メートルの地点を円心と

する半径３９６．９０メートルの円周で１６点と１７点とを結ぶ

南西側の円弧、１７点から２８点までを順次直線で結んだ

線、２８点から真北２４５度０７分４２秒４８．１０メートルの地

点を円心とする半径４８．１０メートルの円周で２８点と２９

点とを結ぶ東側の円弧、２９点から６５点までを順次直線

で結んだ線並びに６５点と１点を結ぶ春分及び秋分の満

潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２５メートル）の陸と公有水面

との接する線により囲まれた区域

基点（北宇和郡津島町北灘字網代甲２３１８番地先の国

永漁港護岸に設置された金属鋲）は、北緯３３度０８分２８

秒、東経１３２度２８分３７秒の地点

１点は、基点から真北２２４度３１分５１秒１７．０１メート

ルの地点

２点は、１点から真北１５３度１３分４５秒４．４２メートル

の地点

３点は、２点から真北２４３度１３分４５秒３．１０メートル

の地点

４点は、３点から真北１５３度１３分４５秒２１．７３メート

ルの地点
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５点は、４点から真北６３度１３分４５秒３．１０メートルの

地点

６点は、５点から真北１５３度１３分４５秒０．９２メートル

の地点

７点は、６点から真北２４３度１３分４５秒１．５０メートル

の地点

８点は、７点から真北１５３度１３分４５秒３．９０メートル

の地点

９点は、８点から真北２４３度１３分４５秒１．６０メートル

の地点

１０点は、９点から真北１５３度１３分４５秒２７．３３メート

ルの地点

１１点は、１０点から真北１５２度５９分００秒３．３０メートル

の地点

１２点は、１１点から真北６２度４５分３８秒３．１０メートルの

地点

１３点は、１２点から真北１５２度４０分３８秒０．９２メートル

の地点

１４点は、１３点から真北２４２度１１分４０秒１．５０メートル

の地点

１５点は、１４点から真北１５２度１３分１４秒３．９０メートル

の地点

１６点は、１５点から真北２４２度１２分４１秒１．６０メートル

の地点

１７点は、１６点から真北１４８度３９分５３秒４７．０５メート

ルの地点

１８点は、１７点から真北５５度１６分２５秒３．１０メートルの

地点

１９点は、１８点から真北１４５度０９分３８秒０．９２メートル

の地点

２０点は、１９点から真北２３４度４３分２８秒１．５０メートル

の地点

２１点は、２０点から真北１４４度４４分１６秒３．９０メートル

の地点

２２点は、２１点から真北２３４度４３分２３秒１．６０メートル

の地点

２３点は、２２点から真北１４４度１２分２１秒５．９２メートル

の地点

２４点は、２３点から真北１４３度０２分５２秒９．０４メートル

の地点

２５点は、２４点から真北１４２度４１分１１秒５．３１メートル

の地点

２６点は、２５点から真北１４４度３４分１３秒５．７８メートル

の地点

２７点は、２６点から真北１４８度１１分２０秒５．２６メートル

の地点

２８点は、２７点から真北１５２度４３分０６秒４．３３メートル

の地点

２９点は、２８点から真北１６２度０３分４３秒１１．６１メート

ルの地点

３０点は、２９点から真北１６８度４０分５７秒６４．１４メート

ルの地点

３１点は、３０点から真北２５８度４０分５７秒０．９０メートル

の地点

３２点は、３１点から真北１６８度４０分５７秒１０．０８メート

ルの地点

３３点は、３２点から真北７８度４０分５７秒４．００メートルの

地点

３４点は、３３点から真北１６８度４０分５７秒２．２７メートル

の地点

３５点は、３４点から真北２６３度３９分２３秒１１．７４メート

ルの地点

３６点は、３５点から真北１７３度３９分２３秒４．００メートル

の地点

３７点は、３６点から真北２６３度３９分２３秒０．９１メートル

の地点

３８点は、３７点から真北１７３度３９分２３秒２１．５０メート

ルの地点

３９点は、３８点から真北２６３度３９分２３秒０．４９メートル

の地点

４０点は、３９点から真北１７３度３９分２３秒３．００メートル

の地点

４１点は、４０点から真北８３度３９分２３秒０．４９メートルの

地点

４２点は、４１点から真北１７３度３９分２３秒１２．００メート

ルの地点

４３点は、４２点から真北２６３度３９分２３秒０．４９メートル

の地点

４４点は、４３点から真北１７３度３９分２３秒３．００メートル

の地点

４５点は、４４点から真北８３度３９分２３秒０．４９メートルの

地点

４６点は、４５点から真北１７３度３９分２３秒１７．００メート

ルの地点

４７点は、４６点から真北２６３度３９分２３秒０．４９メートル

の地点

４８点は、４７点から真北１７３度３９分２３秒３．００メートル

の地点

４９点は、４８点から真北８３度３９分２３秒０．４９メートルの

地点

５０点は、４９点から真北１７３度３９分２３秒１２．００メート

ルの地点

５１点は、５０点から真北２６３度３９分２３秒０．４９メートル

の地点

５２点は、５１点から真北１７３度３９分２３秒３．００メートル

の地点

５３点は、５２点から真北８３度３９分２３秒０．４９メートルの

地点

５４点は、５３点から真北１７３度３９分２３秒２１．５０メート

ルの地点

５５点は、５４点から真北８３度３９分２３秒０．９１メートルの

地点

５６点は、５５点から真北１７３度３９分２３秒４．００メートル

の地点

５７点は、５６点から真北８３度３９分２３秒１２．０９メートル

の地点
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５８点は、５７点から真北１７３度３９分２３秒０．５０メートル

の地点

５９点は、５８点から真北２６３度３９分２３秒４．００メートル

の地点

６０点は、５９点から真北１７３度３９分２３秒２２．１８メート

ルの地点

６１点は、６０点から真北８３度３９分２３秒４．００メートルの

地点

６２点は、６１点から真北１７３度３９分２３秒１．２９メートル

の地点

６３点は、６２点から真北２６３度３９分２３秒３１．０２メート

ルの地点

６４点は、６３点から真北１７３度３９分２３秒２．４０メートル

の地点

６５点は、６４点から真北２６３度３９分２３秒１．８１メートル

の地点

ウ 面積

４，７１０．１６平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

北宇和郡津島町北灘字網代甲２３１８番から同町北灘字

シノバシ第４号３７７番４までの地先公有水面及び陸域

イ 区域

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線及び�
点と�点を直線で結んだ線により囲まれた区域
基点（北宇和郡津島町北灘字網代甲２３１８番地先の国

永漁港護岸に設置された金属鋲）は、北緯３３度０８分２８

秒、東経１３２度２８分３７秒の地点

�点は、基点から真北３７度４２分３９秒６．２６メートルの
地点

�点は、�点から真北１４４度０６分１９秒５５．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北９９度０６分１５秒１１７．００メートル
の地点

�点は、�点から真北１６８度３８分５６秒１６５．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北１７３度３９分２３秒１８０．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北２６３度３９分２３秒１３２．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北３５３度３９分０９秒４７．００メート
ルの地点

	点は、�点から真北２６３度３８分５６秒４．３１メートル
の地点


点は、	点から真北３５３度１５分２５秒６９．９５メート
ルの地点

�点は、
点から真北３５９度３８分２３秒１１．２１メート
ルの地点

�点は、�点から真北３５６度３２分５１秒１０．６１メート
ルの地点

点は、�点から真北３５６度５０分５９秒９．２８メートル
の地点

�点は、点から真北３５７度２０分４３秒１０．３０メート

ルの地点

�点は、�点から真北３５６度４４分２４秒１７．０８メート
ルの地点

�点は、�点から真北３５７度００分０６秒１．９３メートル
の地点

�点は、�点から真北３５６度０８分２９秒３４．４６メート
ルの地点

�点は、�点から真北１５度３７分５６秒１８．９６メートル
の地点

�点は、�点から真北１５度１４分４６秒８．２７メートルの
地点

�点は、�点から真北４度００分４３秒９．０７メートルの
地点

�点は、�点から真北３５４度４３分０７秒１．３４メートル
の地点

�点は、�点から真北３５０度１８分２２秒７．２４メートル
の地点

�点は、�点から真北３４１度４１分０４秒８．４４メートル
の地点

�点は、�点から真北３３３度２２分３１秒０．７５メートル
の地点

�点は、�点から真北３３４度３４分１２秒８．０５メートル
の地点

�点は、�点から真北３３１度０２分０５秒９．６９メートル
の地点

�点は、�点から真北３２１度０７分１８秒０．８９メートル
の地点

�点は、�点から真北３２５度１３分２３秒９．２３メートル
の地点

�点は、�点から真北３２１度５２分３０秒１０．１４メート
ルの地点

�点は、�点から真北３２７度１９分１４秒１０．１３メート
ルの地点

�点は、�点から真北３２７度０３分２９秒１０．１３メート
ルの地点

 点は、�点から真北３２８度１２分１８秒１０．１３メート
ルの地点

!点は、 点から真北３３０度２２分３４秒１０．１３メート
ルの地点

"点は、!点から真北３３２度１２分２３秒１０．１３メート
ルの地点

#点は、"点から真北３３４度２４分４０秒６．６０メートル
の地点

$点は、#点から真北３３５度４１分５４秒３．４９メートル
の地点

%点は、$点から真北３３１度３４分０１秒１０．００メート
ルの地点

&点は、%点から真北３３２度４９分４３秒１０．００メート
ルの地点

'点は、&点から真北３３２度５６分３６秒１０．００メート
ルの地点

(点は、'点から真北３３３度２０分３４秒１０．００メート
ルの地点
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�点は、�点から真北３３３度１０分２９秒１４．０６メート
ルの地点

ウ 面積

４９，５７１．３８平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地

４ 埋立免許年月日

平成１６年１０月１３日

訓 令

�愛媛県訓令第１５号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のよう

に定める。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号

）の一部を次のように改正する。

別表第２危機管理室の表中３の部の次に次のように加え

る。

�愛媛県告示第２１７３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６今局建（開）第８号

平成１６年１０月６日
越智郡波方町大字樋口字長町甲５４７番３

松山市空港通七丁目１４番４号
村 上 和 彦

４ 武力攻

撃事態等

における

国民の保

護のため

の措置に

関する法

律の施行

に関する

事務

１ 国民の保護のための措
置の実施に関すること。

� 措置の実施

ア 重要なもの ○

イ 軽易なもの ○

� 指定行政機関の長等
に対する措置の実施に
関する要請（第１１条第
４項）

○

� 他の都道府県知事等
に対する応援の要求等
（第１２条第１項）

○

� 他の都道府県に対す
る事務の委託（第１３条
）

○

� 市町村長が実施すべ
き措置の代行（第１４条
第１項、第２項）

○

� 防衛庁長官に対する
自衛隊の部隊等の派遣
の要請（第１５条第１項
）

○

	 市町村長等の要求に
よる応援の決定（第１８
条第１項）

○


 指定公共機関等の要

求による応援の決定（
第２１条第２項）

○

� 指定公共機関等に対
する措置の実施に関す
る要請（第２１条第３項
）

○

� 訓練の実施等（第４２
条第１項、第３項）

○

 県警察本部長等に対
する避難住民の誘導の
要請等（第６３条第２項
、第３項）

○

� 対策本部長に対する
武力攻撃災害の防除及
び軽減の措置の要請（
第９７条第４項）

○

� 応急の復旧に関する
支援の要求（第１４０条
）

○

� 指定行政機関の長等
に対する職員の派遣の
要請（第１５１条）

○

� 総務大臣に対する職
員の派遣のあつせんの
要請（第１５２条第１項
、第２項）

○

２ 都道府県国民保護対策
本部に関すること。

� 内閣総理大臣に対す
る指定の要請（第２６条
第１項）

○

３ 国民の保護に関する計
画に関すること。

� 県の計画の作成及び
変更（第３４条第１項、
第６項、第８項）

○

� 県の計画の作成及び
変更に係る協議等（第
３３条第６項、第３４条第
４項、第５項、第７項
、第８項）

○

� 市町村の計画の作成
及び変更に係る協議等
（第３５条第５項、第８

○

��������������
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（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第

１０号）の一部を次のように改正する。

別表第２県民生活課の表中２９の部を３０の部とし、２５の部

から２８の部までを１ずつ繰り下げ、２４の部の次に次のよう

に加える。

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号

）の一部を次のように改正する。

第２条第２項第１９号の次に次の１号を加える。

�の２ 国民の保護のための措置に関すること。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

公 告

�公 告

採石業務管理者試験の合格者の発表について

平成１６年１０月８日に実施した採石業務管理者試験の合格者

は、次のとおりである。

平成１６年１０月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

教育委員会規則

�愛媛県教育委員会規則第１１号
愛媛県奨学資金貸与条例施行規則及び愛媛県高等学校定時

制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則の一部

を改正する規則を次のように定める。

平成１６年１０月２２日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県奨学資金貸与条例施行規則及び愛媛県高等学校

定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行

規則の一部を改正する規則

２５ 武力攻
撃事態等
における
国民の保
護のため
の措置に
関する法
律の施行
に関する
事務

１ 市町村の国民の保護に
関する計画に関すること
。

○

２ 武力攻撃事態等及び緊
急対処事態に関する情報
の収集及び伝達に関する
こと。

○

受験番号 氏 名 受験番号 氏 名

１２ 村 上 一 ２４ 松 浦 誠

１７ 伊 藤 浩

項）

４ 緊急対処保護措置の実
施に関すること。

� 措置の実施

ア 重要なもの ○

イ 軽易なもの ○

� 指定行政機関の長等
に対する措置の実施に
関する要請（第１１条第
４項、第１７７条第３項
）

○

� 他の都道府県知事等
に対する応援の要求等
（第１２条第１項、第 １
８３条）

○

� 他の都道府県に対す
る事務の委託（第１３条
、第１８３条）

○

� 市町村長が実施すべ
き措置の代行（第１４条
第１項、第２項、第 １
８３条）

○

� 防衛庁長官に対する
自衛隊の部隊等の派遣
の要請（第１５条第１項
、第１８３条）

○

� 市町村長等の要求に
よる応援の決定（第１８
条第１項、第１８３条）

○

	 指定公共機関等の要
求による応援の決定（
第２１条第２項、第１７９
条第２項）

○


 指定公共機関等に対
する措置の実施に関す
る要請（第２１条第３項
、第１７９条第２項）

○

� 訓練の実施等（第４２
条第１項、第３項、第
１８３条）

○

� 県警察本部長等に対
する避難住民の誘導の
要請等（第６３条第２項
、第３項、第１８３条）

○

 対策本部長に対する
武力攻撃災害の防除及
び軽減の措置の要請（
第９７条第４項、第１８３
条）

○

� 応急の復旧に関する
支援の要求（第１４０条
、第１８３条）

○

� 指定行政機関の長等
に対する職員の派遣の
要請（第１５１条、第 １
８３条）

○

� 総務大臣に対する職
員の派遣のあつせんの
要請（第１５２条第１項
、第２項、第１８３条）

○

５ 都道府県緊急対処事態
対策本部に関すること。

� 内閣総理大臣に対す
る指定の要請（第２６条
第１項、第１８３条）

○
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（愛媛県奨学資金貸与条例施行規則の一部改正）

第１条 愛媛県奨学資金貸与条例施行規則（昭和３７年愛媛県

教育委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項中「及び保証人」を削り、同条中第３項を

削り、第４項を第３項とする。

第９条中「及び保証人」を削り、「すみやかに」を「速

やかに」に改める。

第１１条第１項中「及び保証人」を削る。

第１２条中「及び保証人」を削り、「第８号様式）を、す

みやかに」を「第８号様式）に当該連帯保証人の印鑑証明

書を添えて、速やかに」に改める。

第１３条第１項中「及び保証人」及び「（第５号様式）」

を削り、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項に後

段として次のように加える。

この場合において、連帯保証人に異動があつたときは

、当該連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならな

い。

第１３条第２項中「若しくは保証人」を削り、「すみやか

に」を「速やかに」に改める。

第１５条、第１７条及び第１８条第２項中「及び保証人」を削

る。

第４号様式中「（第４号様式）」を「第４号様式（第６

条関係） 誓約書」に改め、「愛媛県奨学資金貸与条例」

の下に「（昭和３６年愛媛県条例第６号）」を加え、「規則

及び」を「愛媛県奨学資金貸与条例施行規則（昭和３７年愛

媛県教育委員会規則第１０号。以下「規則」という。）及び
本人との続柄

職 業
保 証 人 住 所

氏 名 �
本人との続柄

職 業

「

」に、 を
本人との続柄

職 業
「

」

」

に改め、同様式に�として次のように加える。
� 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

第５号様式中「（第５号様式）」を「第５号様式（第９
変更の場合�
�
�
�
は新連帯保

�
�
�
�
氏 名 �

証人
保 証 人 住 所

�
�
変更の場合�

�は新保証人 氏 名 �

「

条、第１３条関係） 異動届」に、

」

を
変更の場合�
�
�
�
は、新連帯

�
�
�
�
氏 名 �

保証人

「
に、

本 人�
	


�
連帯保証人

�

�
�保 証 人

「
を �

�
本
連帯保証

「
」 」

４ 旧連帯保証人
住所
氏名

５ 旧 保 証 人
住所
氏名

「
人�
�人 」に、 を ４ 旧連帯保証人「

」

連帯保証人又は保
証人の異動の場合
は新連帯保証人又
は新保証人の職業
及び本人との続柄

「 連帯保証人の異動
の場合は、新連帯
保証人の職業及び
本人との続柄

「
住所
氏名 」に、 を に

」 」

改め、同様式�２中「及び保証人異動」を「の異動」に改
め、同様式�に次のように加える。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

第６号様式中「（第６号様式）」を「第６号様式（第１１

連帯保証人 住 所
氏 名 �

保 証 人 住 所
氏 名 �

「
条関係） 奨学生辞退届」に、 を

」

連帯保証人 住 所
氏 名 �

「 に改め、同様式に�として次の」

ように加える。

� 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

第７号様式中「（第７号様式）」を「第７号様式（第１２

条関係） 奨学金借用証書」に改め、「愛媛県奨学資金貸

与条例」の下に「（昭和３６年愛媛県条例第６号）」を加え

、「又は、」を「又は」に、「とられても」を「執られて

連帯保証人 住 所
氏 名 �

保 証 人 住 所
氏 名 �

「
も」に、 を

連帯保証人 住 所
氏 名 �

「
」

」

に改め、同様式�中「及び保証人」を削る。
第９号様式中「（第９号様式）」を「第９号様式（第１５

連帯保証人 住 所
氏 名 �

保 証 人 住 所
氏 名 �

「
条関係） 奨学金返還猶予願」に、

を
連帯保証人 住 所

氏 名 �
「

」に改め、同様式に�として次
」

のように加える。

� 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

第１１号様式中「（第１１号様式）」を「第１１号様式（第１７

連帯保証人 住 所
氏 名 �

保 証 人 住 所
氏 名 �

「
条関係） 奨学金返還免除願」に、

を
連帯保証人 住 所

氏 名 �
「

」に改め、同様式に�として次
」

のように加える。

� 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

第１２号様式中「（第１２号様式）」を「第１２号様式（第１８

連帯保証人 住 所
氏 名

保 証 人 住 所
氏 名

「
条関係） 奨学金特別返還免除願」に、

を
連帯保証人 住 所

氏 名 �
「

」に、「および」を「及び
�

�」

」に改め、同様式に�として次のように加える。
� 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

（愛媛県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金

貸与条例施行規則の一部改正）

第２条 愛媛県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励

資金貸与条例施行規則（昭和５０年愛媛県教育委員会規則第

３号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項及び第２項中「及び保証人」を削る。

第５条中「一」を「いずれか」に改め、「及び保証人」

を削る。

第７条中「及び保証人」を削る。

第８条中「、連帯保証人又は保証人」を「又は連帯保証

人」に改める。

第９条中「及び保証人」を削り、「様式第７号）を」を

「様式第７号）に当該連帯保証人の印鑑証明書を添えて」

に改める。
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第１０条中「及び保証人」及び「（様式第４号）」を削り

、同条に後段として次のように加える。

この場合において、連帯保証人に異動があつたときは

、当該連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならな

い。

様式第３号中「（第４条関係）」を「（第４条関係）

誓約書」に改め、「愛媛県高等学校定時制課程及び通信制

課程修学奨励資金貸与条例」の下に「（昭和４９年愛媛県条

例第４４号）」を加え、「規則及び」を「愛媛県高等学校定

時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則（

昭和５０年愛媛県教育委員会規則第３号。以下「規則」とい
本人との続柄

職 業
保 証 人 住 所

氏 名 �
本人との続柄

職 業

「

う。）及び」に、 を
本人との

職
「

」

に改め、同様式に�として次のように加える続柄
業 」

。

� 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

様式第４号中「（第５条、第１０条関係）」を「（第５条
変更の場合�
�
�
�
は新連帯保

�
�
�
�
氏 名 �

証人
保 証 人 住 所

�
�
変更の場合�

�は新保証人 氏 名 �

「

、第１０条関係） 異動届」に、 を

」
変更の場合�

�
�
�
は、新連帯

�
�
�
�
氏 名 �

保証人

「
に改め、同様式�中「及び保証

」

人」を削り、同様式�を同様式�１とし、同様式�に次の
ように加える。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

様式第５号中「（第７条関係）」を「（第７条関係）

連帯保証人 住 所
氏 名 �

保 証 人 住 所
氏 名 �

「
奨励生辞退届」に、 を

連帯保証人「

」

に改め、同様式に�として次のように加える住 所
氏 名 �」

。

� 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

様式第６号中「（第９条関係）」を「（第９条関係）

修学奨励資金借用証書」に改め、「愛媛県高等学校定時制

課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例」の下に「（昭

和４９年愛媛県条例第４４号）」を加え、「又は、」を「又は

連帯保証人 住
氏

保 証 人 住
氏

「
」に、「とられても」を「執られても」に、

を
連帯保証人 住 所

氏 名 �
「

」に改め、同様式�中
所
名 �
所
名 �」

「及び保証人」を削る。

様式第８号中「（第１１条関係）」を「（第１１条関係）

連帯保証人 住 所
氏 名 �

保 証 人 住 所
氏 名 �

「
修学奨励資金返還免除申請書」に、

を
連帯保証人 住 所

氏 名 �
「

」に改め、同様式に�として次
」

のように加える。

� 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

様式第９号中「（第１１条関係）」を「（第１１条関係）

連帯保証人 住 所
氏 名 �

保 証 人 住 所
氏 名 �

「
修学奨励資金返還猶予申請書」に、

を
連帯保証人 住 所

氏 名 �
「

」に改め、同様式に�として次
」

のように加える。

� 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の愛媛県奨学資金貸与条例施

行規則の規定は、平成１７年度以後に奨学生となる者につい

て適用し、平成１６年度以前に奨学生となった者については

、なお従前の例による。

３ 第２条の規定による改正後の愛媛県高等学校定時制課程

及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則の規定は、

平成１７年度以後に奨励生となる者について適用し、平成１６

年度以前に奨励生となった者については、なお従前の例に

よる。

�������
�愛媛県教育委員会規則第１２号
愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則及び愛媛県県

立中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則を次

のように定める。

平成１６年１０月２２日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則及び愛媛

県県立中学校の通学区域に関する規則の一部を改正す

る規則

次に掲げる規則の規定中「、東予市、周桑郡」を削る。

� 愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則（昭和３８年

愛媛県教育委員会規則第１５号）別表東予地区の項

� 愛媛県県立中学校の通学区域に関する規則（平成１４年愛

媛県教育委員会規則第１４号）別表東予地区の項

附 則

この規則は、平成１６年１１月１日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第１３号
愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則及び愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一

部を改正する規則を次のように定める。

��������������
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平成１６年１０月２２日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則及び愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則

の一部を改正する規則

（愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則の一部改正）

第１条 愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則（昭和３８年愛媛県教育委員会規則第１５号）の一部を次のように改正する

。

別表東予地区の項高等学校名の欄中

今治北
今治南
大 島
伯 方
大三島

「
今治北

今治南

伯 方

大三島

大 島

「

を に改める。

」 」

（愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部改正）

第２条 愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則（昭和３９年愛媛県教育委員会規則第７号）の一

部を次のように改正する。

別表第２の１中

土 居高等学校 ３年 普 通 科 ５６０

新 居 浜 東高等学校 ３年 普 通 科 １，０８０

新 居 浜 西高等学校 ３年 普 通 科 １，０００ ３年以上 普 通 科 夜 １６０

生 活 文 化 科 １２０

「

を

」

土 居高等学校 ３年 普 通 科 ５２０

新 居 浜 東高等学校 ３年 普 通 科 １，０４０

新 居 浜 西高等学校 ３年 普 通 科 ９６０ ３年以上 普 通 科 夜 １６０

生 活 文 化 科 １２０

「

に、

」

新居浜工業高等学校 ３年 機 械 科 １６０ ４年 機 械 科 夜 １６０

電 子 機 械 科 １２０

電 気 科 １２０

情 報 電 子 科 １２０

工 業 化 学 科 ４０

環 境 化 学 科 ８０

「

を

」

新居浜工業高等学校 ３年 機 械 科 １２０ ４年 機 械 科 夜 １６０

電 子 機 械 科 １２０

電 気 科 １２０

情 報 電 子 科 １２０

環 境 化 学 科 １２０

「

に、

」

西 条 農 業高等学校 ３年 生 産 科 学 科 １２０

農 業 土 木 科 １２０

グリーン環境科 １２０

生 活 科 学 科 １２０

食 品 科 学 科 １２０

小 松高等学校 ３年 普 通 科 ４４０

ライフデザイン科 １２０

「

を

」

西 条 農 業高等学校 ３年 生 産 科 学 科 １２０

農 業 土 木 科 １２０

「
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に、

グリーン環境科 １２０

生 活 科 学 科 １２０

食 品 科 学 科 ８０

小 松高等学校 ３年 普 通 科 ４００

ライフデザイン科 １２０ 」

丹 原高等学校 ３年 普 通 科 ５２０

園 芸 科 学 科 １２０

今 治 東高等学校 ３年 普 通 科 ６００

今 治 西高等学校 ３年 普 通 科 １，０８０ ４年 普 通 科 夜 １６０

衛 生 看 護 科 １２０

今 治 南高等学校 ３年 普 通 科 ８４０

農 業 科 ４０

園芸デザイン科 ４０

園芸クリエイト科 ８０

今 治 北高等学校 ３年 普 通 科 ６４０

商 業 科 １２０

事 務 科 １２０

情 報 処 理 科 １２０

今 治 工 業高等学校 ３年 機 械 科 １２０ ４年 機 械 科 夜 １６０

電 子 機 械 科 １２０ 電 気 科 １６０

電 気 科 １２０

情 報 技 術 科 １２０

環 境 化 学 科 １２０

繊 維 工 学 科 １２０

デ ザ イ ン 科 １２０

大 島高等学校 ３年 普 通 科 ２４０

伯 方高等学校 ３年 普 通 科 ２４０

岩 城 分 校 ４年 普 通 科 昼夜 １６０

弓 削高等学校 ３年 普 通 科 ２４０

大 三 島高等学校 ３年 普 通 科 ２４０

北 条高等学校 ３年 総 合 学 科 ８４０

「

を

」

丹 原高等学校 ３年 普 通 科 ４８０

園 芸 科 学 科 １２０

今 治 東高等学校 ３年 普 通 科 ５２０

今 治 西高等学校 ３年 普 通 科 １，０４０ ４年 普 通 科 夜 １６０

衛 生 看 護 科 ８０

今 治 南高等学校 ３年 普 通 科 ８４０

園芸クリエイト科 １２０

大 島 分 校 ３年 普 通 科 １２０

今 治 北高等学校 ３年 普 通 科 ６００

商 業 科 １２０

事 務 科 １２０

情 報 処 理 科 １２０

大 三 島 分 校 ３年 普 通 科 １２０

今 治 工 業高等学校 ３年 機 械 科 １２０ ４年 機 械 科 夜 １６０

「

に、
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電 子 機 械 科 １２０ 電 気 科 １２０

電 気 科 １２０

情 報 技 術 科 １２０

環 境 化 学 科 １２０

繊 維 工 学 科 １２０

デ ザ イ ン 科 １２０

伯 方高等学校 ３年 普 通 科 ２４０

岩 城 分 校 ４年 普 通 科 昼夜 １２０

弓 削高等学校 ３年 普 通 科 ２４０

北 条高等学校 ３年 総 合 学 科 ８４０
」

松 山 西高等学校 ３年 普 通 科 ８００

松 山 南高等学校 ３年 普 通 科 １，１６０ ３年以上 普 通 科 夜 １６０

理 数 科 １２０

「

を

」

松 山 西高等学校 ３年 普 通 科 ６４０

松 山 南高等学校 ３年 普 通 科 １，１２０ ３年以上 普 通 科 夜 １６０

理 数 科 １２０

「

に、

」

松 山 北高等学校 ３年 普 通 科 １，３２０
「

を
」

松 山 北高等学校 ３年 普 通 科 １，２８０
「

に、
」

松 山 工 業高等学校 ３年 機 械 科 ２００ ４年 機 械 科 夜 １６０

電 子 機 械 科 １２０ 電 気 科 １６０

電 気 科 １２０ 建 築 科 １６０

電 子 科 １２０

情 報 技 術 科 １２０

工 業 化 学 科 １２０

建 築 科 １２０

土 木 科 １２０

繊 維 科 １２０

松 山 商 業高等学校 ３年 商 業 科 ３６０ ４年 商 業 科 夜 １６０

流 通 経 済 科 ３６０

国 際 経 済 科 １２０

情報ビジネス科 ３６０

「

を

」

松 山 工 業高等学校 ３年 機 械 科 １６０ ４年 機 械 科 夜 １６０

電 子 機 械 科 １２０ 電 気 科 １６０

電 気 科 １２０ 建 築 科 １６０

電 子 科 １２０

情 報 技 術 科 １２０

工 業 化 学 科 １２０

建 築 科 １２０

土 木 科 １２０

繊 維 科 １２０

松 山 商 業高等学校 ３年 商 業 科 ３２０ ４年 商 業 科 夜 １６０

流 通 経 済 科 ３６０

「

に、

愛 媛 県 報平成１６年１０月２２日 第１６０３号
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国 際 経 済 科 １２０

情報ビジネス科 ３６０ 」

大 洲高等学校 ３年 普 通 科 ５２０

商 業 科 ２４０

「

を

」

大 洲高等学校 ３年 普 通 科 ４８０

商 業 科 ２４０

「

に、

」

内 子高等学校 ３年 普 通 科 ４８０

八 幡 浜高等学校 ３年 普 通 科 ６００ ４年 普 通 科 昼夜 ３２０

商 業 科 ２８０

情報ビジネス科 １２０

「

を

」

内 子高等学校 ３年 普 通 科 ４４０

八 幡 浜高等学校 ３年 普 通 科 ６００ ４年 普 通 科 夜 １６０

商 業 科 ２４０

情報ビジネス科 １２０

「

に、

」

宇 和高等学校 ３年 普 通 科 ３６０

生 物 工 学 科 １２０

商 業 科 ８０

野 村高等学校 ３年 普 通 科 ３６０

畜 産 科 １２０

「

を

」

宇 和高等学校 ３年 普 通 科 ３６０

生 物 工 学 科 １２０

商 業 科 ４０

野 村高等学校 ３年 普 通 科 ３２０

畜 産 科 １２０

「

に、

」

宇 和 島 東高等学校 ３年 普 通 科 ４８０

理 数 科 １２０

商 業 科 ２８０

情報ビジネス科 １２０

宇 和 島 南高等学校 ３年 普 通 科 ６００ ３年以上 普 通 科 夜 １６０

宇和島水産高等学校 ３年 海 洋 漁 業 科 １０５

水 産 食 品 科 １０５

水 産 増 殖 科 １０５

海 洋 工 学 科 １０５

吉 田高等学校 ３年 普 通 科 ２４０

機 械 科 １２０

電 気 科 １２０

電 子 科 １２０

建 築 科 １２０

「

を

」

宇 和 島 東高等学校 ３年 普 通 科 ４８０

理 数 科 １２０

商 業 科 ２４０

「
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に、

情報ビジネス科 １２０

宇 和 島 南高等学校 ３年 普 通 科 ５２０ ３年以上 普 通 科 夜 １６０

宇和島水産高等学校 ３年 海 洋 漁 業 科 ７０

水 産 食 品 科 １０５

水 産 増 殖 科 １０５

海 洋 工 学 科 ７０

海 洋 技 術 科 ３５

吉 田高等学校 ３年 普 通 科 ２４０

機 械 科 １２０

電 気 科 ８０

電 子 科 ８０

建 築 科 １２０

電 気 電 子 科 ４０ 」

津 島高等学校 ３年 普 通 科 ４００

南 宇 和高等学校 ３年 普 通 科 ８８０

農 業 科 １２０

「

を

」

津 島高等学校 ３年 普 通 科 ３６０

南 宇 和高等学校 ３年 普 通 科 ８４０

農 業 科 １２０

「

に改

」

める。

別表第４中

第 三 養 護 学 校 小 学 部 ６ 年

中 学 部 ３ 年

高
等
部

本 科 ３ 年
普 通 科 １５０

産 業 科 ３０

「

を

」

第 三 養 護 学 校 小 学 部 ６ 年

中 学 部 ３ 年

高
等
部

本 科 ３ 年
普 通 科 １５０

産 業 科 ３６

「

に、

」

今 治 養 護 学 校 小 学 部 ６ 年

中 学 部 ３ 年

高
等
部

本 科 ３ 年
普 通 科 １５０

産 業 科 ３０

「

を

」

今 治 養 護 学 校 小 学 部 ６ 年

中 学 部 ３ 年

高
等
部

本 科 ３ 年
普 通 科 １５０

産 業 科 ３６

「

に、

」

宇 和 養 護 学 校 小 学 部 ６ 年

中 学 部 ３ 年

高
等
部

本 科 ３ 年
普 通 科 ９０

産 業 科 ３０

「

を

」

宇 和 養 護 学 校 小 学 部 ６ 年

中 学 部 ３ 年

「
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に改める。

」

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に大島高等学校及び大三島高等学校に在学する生徒は、その時においてそれぞれ今治南高等学校大島

分校及び今治北高等学校大三島分校の生徒となるものとする。

（高等学校の入学定員の特例）

３ 別表第２の１備考２本文の規定にかかわらず、次の表に掲げる学校の学科については、平成１７年度における第１学年の入

学定員は、当該入学定員欄に掲げるとおりとする。

（高等学校の入学定員の適用除外）

４ 次の表に掲げる学校の学科については、別表第２の１備考２の規定は、適用しない。

（特殊学校の入学定員の特例）

５ 別表第４備考１本文の規定にかかわらず、次の表に掲げる学校の高等部の学科については、平成１７年度における第１学年

の入学定員は、当該入学定員欄に掲げるとおりとする。

学 校 名
全 日 制 の 課 程

学 科 入 学 定 員

土 居高等学校 普 通 科 １６０

新 居 浜 東高等学校 普 通 科 ３２０

小 松高等学校 普 通 科 １２０

今 治 東高等学校 普 通 科 １６０

今 治 西高等学校 普 通 科 ３２０

松 山 西高等学校 普 通 科 １６０

松 山 南高等学校 普 通 科 ３６０

松 山 北高等学校 普 通 科 ４００

松 山 工 業高等学校 機 械 科 ４０

松 山 商 業高等学校 商 業 科 ８０

内 子高等学校 普 通 科 １２０

野 村高等学校 普 通 科 ８０

宇 和 島 南高等学校 普 通 科 １６０

宇和島水産高等学校 海洋技術科 ３５

吉 田高等学校 電気電子科 ４０

学 校 名
全日制の課程 定時制の課程

備 考
学 科 学 科

西 条 農 業高等学校 食品科学科 平成１７年度から生徒募集を停止

今 治 工 業高等学校 電 気 科 同

伯 方高等学校
普 通 科 同

岩 城 分 校

宇和島水産高等学校 海洋漁業科 同

海洋工学科 同

吉 田高等学校 電 気 科 同

電 子 科 同

高
等
部

本 科 ３ 年
普 通 科 ９０

産 業 科 ３６

愛 媛 県 報平成１６年１０月２２日 第１６０３号

１０６８



教育委員会告示

�愛媛県教育委員会告示第１２号
教育事務所の名称、位置及び所管区域（昭和３２年２月愛媛

県教育委員会告示第７号）の一部を次のように改正し、平成

１６年１１月１日から施行する。

平成１６年１０月２２日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

教育事務所の名称、位置及び所管区域の表西条教育事務所

の項所管区域の欄中「周桑郡、」及び「、東予市」を削る。

�������
�愛媛県教育委員会告示第１３号
義務教育諸学校教科用図書採択地区の設定（昭和４７年９月

愛媛県教育委員会告示第８号）の一部を次のように改正し、

平成１６年１１月１日から施行する。

平成１６年１０月２２日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

義務教育諸学校教科用図書採択地区の名称及び区域の表西

条地区の項区域の欄中「、東予市、周桑郡」を削る。

�������
�愛媛県教育委員会告示第１４号
平成１７年度愛媛県県立中学校入学者選考実施要項を次のよ

うに定める。

平成１６年１０月２２日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

平成１７年度愛媛県県立中学校入学者選考実施要項

平成１７年度愛媛県県立中学校の入学者の選考は、この要項

に基づいて実施する。

１ 募集人員

平成１７年度県立中学校の第１学年の募集人員は、次のと

おりとする。

愛媛県立今治東中学校 １６０名

愛媛県立松山西中学校 １６０名

愛媛県立宇和島南中学校 １６０名

２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立中学校の通学区域に関する規則

（平成１４年愛媛県教育委員会規則第１４号）の定めるところ

による。

３ 出願資格

入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。

� 平成１７年３月末日までに県内の小学校又はこれに準ず

る学校（以下「小学校等」という。）を卒業する見込み

の者

� 平成１７年３月末日までに県外の小学校等を卒業する見

込みの者で、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」

という。）が特別に出願を認めたもの

４ 出願

入学志願者は、在籍する小学校等の校長（以下「小学校

長」という。）を経て、志願先中学校の校長（以下「中学

校長」という。）に入学志願書及び入学志願理由書を提出

しなければならない。

出願期間は、平成１６年１２月１７日（金）午前９時から同月

２４日（金）正午までとし、受付時間、出願手続等の詳細に

ついては、教育長が別に定める。

５ 調査書

調査書は、小学校長から中学校長に提出するものとし、

その様式等については、教育長が別に定める。

６ 面接、作文及び適性検査

� 入学志願者全員に対して、面接、作文及び適性検査を

行う。

� 面接、作文及び適性検査を行う期日及び場所は、次の

とおりとする。

平成１７年１月２０日（木） 志願先中学校

７ 入学者の選考

� 入学候補者の選考

中学校長は、入学志願理由書、調査書並びに面接、作

文及び適性検査の結果を総合的に判断して、入学候補者

を選考する。

� 入学候補者の発表

入学候補者の発表を行う期日は、次のとおりとし、発

表の方法等は、教育長が別に定める。

平成１７年１月２６日（水）

� 抽選による入学予定者及び補欠入学予定者の決定

ア 入学候補者数が募集人員を超える場合、又は入学候

補者数が募集人員を超えない場合で、市町村（一部事

務組合を含む。以下同じ。）立の中学校の１の学区に

ついて３５人を超えるときは、次により公開して抽選を

行い、入学予定者及び補欠入学予定者を決定する。

� 抽選を行う期日及び場所は、次のとおりとする。

平成１７年１月３０日（日） 志願先中学校

� 抽選は、市町村立の中学校の１の学区について入

学予定者数の上限を３５人とする制限（以下「入学予

定者数制限」という。）を設けて実施する。

� 抽選の方法等は、教育長が別に定める。

イ アに掲げる場合を除き、抽選は行わず、入学候補者

を入学予定者とする。

８ 入学予定者及び補欠入学予定者の発表

７�アにより決定した入学予定者及び補欠入学予定者に
ついては、抽選日当日に発表する。

学 校 名 部 学 科 入 学 定 員

第 三 養 護 学 校 高 等 部 本 科 産 業 科 １６

今 治 養 護 学 校 高 等 部 本 科 産 業 科 １６

宇 和 養 護 学 校 高 等 部 本 科 産 業 科 １６
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なお、発表の方法等については、教育長が別に定める。

９ 入学予定者の欠員の補充

入学辞退その他の理由により、入学予定者に欠員を生じ

た場合は、７�アにより決定した補欠入学予定者の中から
、入学予定者数制限を適用して、これを補充する。

なお、欠員を補充する期間、その実施方法等については

、教育長が別に定める。

�������
�愛媛県教育委員会告示第１５号
平成１７年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項を次の

ように定める。

平成１６年１０月２２日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

平成１７年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項

平成１７年度愛媛県県立高等学校の入学者の選抜は、この要

項に基づいて実施する。ただし、通信制の課程及び専攻科の

入学者の選抜は、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」

という。）が別に定める要領により行う。

第１ 募集

１ 平成１７年度県立高等学校の第１学年の募集人員は、別

に定める。

２ 職業教育を主とする学科のうち、農業、工業、商業及

び水産に関する各学科においては、それぞれに属する２

以上の学科について、一括して募集することができる。

第２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立高等学校の通学区域に関する

規則（昭和３８年愛媛県教育委員会規則第１５号）の定める

ところによる。

第３ 一般入学者選抜

１ 出願資格

入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当す

る者とする。

� 平成１７年３月末日までに中学校若しくはこれに準ず

る学校（以下「中学校等」という。）を卒業する見込

みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する見込み

の者

� 中学校等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程

を修了した者

� 中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め

られる者

２ 出願

入学志願者は、在籍又は出身の中学校等又は中等教育

学校の校長（以下「中学校長」という。）を経て（在籍

及び出身の中学校等及び中等教育学校のない場合は直接

）、志願先高等学校の校長（以下「高等学校長」という

。）に入学願書を提出しなければならない。この場合に

おいて、全日制の課程と定時制の課程とを併願すること

はできない。

出願期間は、平成１７年２月１８日（金）午前９時から同

月２４日（木）正午までとし、受付時間、出願手続等の詳

細については、教育長が別に定める。

３ 出願調整

入学志願者は、入学願書受付締切り後、教育長が別に

定める期間中、いずれの学校、いずれの課程、いずれの

学科へでも１回に限り志願変更をすることができる。

４ 報告書

中学校長から高等学校長に提出する報告書は、次のと

おりとし、その様式等については、教育長が別に定める

。

� 調査書

� 学習成績等一覧表

５ 学力検査

入学志願者全員に対して次により学力検査を行う。

� 検査教科

ア 全日制の課程

国語、社会、数学、理科及び英語の５教科とする

。

イ 定時制の課程

国語を入学志願者全員に受検させることとし、社

会、数学、理科及び英語の４教科から２教科を入学

志願者に選択させて、計３教科とする。

� 検査問題

中学校学習指導要領（平成１０年１２月文部省告示第１

７６号）に示されている各教科の目標及び内容に則し、

基本的事項について出題する。

� 検査期日

平成１７年３月９日（水）及び同月１０日（木）

� 検査場

志願先高等学校（本校又は分校）

６ 面接及び実技テスト

� 面接は、入学志願者全員に対して行う。

� 実技テストは、工業科のデザイン科の入学志願者に

対して行う。

� 面接及び実技テストは、学力検査終了後に行う。

７ 入学者の選抜

高等学校長は、報告書、学力検査の成績等を資料とし

て、次により入学者を選抜する。

� 各高等学校、学科等の特色を踏まえて、その教育を

受けるに足る能力・適性等を判定する。

� 全日制の課程については、次の第１選抜及び第２選

抜の順に選抜し、合格者を決定する。ただし、入学志

願者数が募集人員（推薦入学確約者を除く。以下この

号において同じ。）を下回っている場合は、ア及びイ

中「募集人員」とあるのは、「入学志願者数」と読み

替えるものとする。

ア 第１選抜

調査書点（調査書の各教科の学習の記録の第１、

第２、第３学年において履修した必修教科の評定の

合計に、選択教科の外国語（共通）の評定の合計を

加算したものをいう。以下イにおいて同じ。）が上

位から募集人員の９０パーセント程度以内にある者の

うち、調査書の記録並びに面接及び実技テストの結

果が良好な者を対象にして、学力検査の成績の上位

順に募集人員の７０パーセント程度の者を選抜する。

イ 第２選抜
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第１選抜で選抜されなかったすべての者を対象に

、学力検査の成績（Ａ）、調査書点（Ｂ）、調査書

の各教科の学習の記録以外の記録並びに面接及び実

技テストの評価の得点（Ｃ）を用いて、募集人員の

３０パーセント程度の者を選抜する。この場合におい

て、Ａ、Ｂ及びＣの比率は、それぞれＡは３～６、

Ｂは２～４、Ｃは２～４の範囲内とし、Ａ、Ｂ及び

Ｃの比率の合計が１０となるように高等学校長が当該

高等学校の学科ごとに定め、事前に公表する。

なお、学力検査の成績、調査書の記録又は面接若

しくは実技テストの結果のいずれかにより成業の見

込みがないと判断した場合には、合格者としない。

� 定時制の課程については、高等学校長の判断により

、第１選抜を行わず、第２選抜の方法のみによってす

べての合格者を決定することができる。

８ 合格者の発表

合格者の発表を行う期日は、次のとおりとし、発表の

方法等は、教育長が別に定める。

平成１７年３月１８日（金）

９ 第２次募集

定時制の課程については、第１次募集における合格者

が募集人員に満たない場合は、第２次募集を行うものと

する。この場合において学力検査の教科は、第１次募集

の場合に準ずる。

学力検査を行う期日は、平成１７年４月４日（月）とし

、合格者の発表を行う期日は、同月５日（火）とする。

なお、学力検査の方法等の詳細については、教育長が

別に定める。

第４ 推薦入学者選抜

１ 実施学科

全日制の課程のすべての学科について実施する。

２ 募集人員

推薦入学の募集人員は、普通科及び理数科にあっては

当該学科の募集人員の５パーセントから１５パーセントま

で程度の範囲内で、職業教育を主とする学科及び総合学

科にあっては当該学科の募集人員の２０パーセントから３０

パーセントまで程度の範囲内で高等学校長が当該高等学

校の学科ごとに定め、事前に公表する。

３ 出願資格

� 推薦入学を志願できる者は、平成１７年３月末日まで

に県内の中学校等を卒業する見込みの者又は中等教育

学校の前期課程を修了する見込みの者であって、次の

要件のすべてに該当し、かつ、在籍の中学校等又は中

等教育学校の校長（以下「在籍中学校長」という。）

が推薦するものとする。

ア 当該高等学校・学科を志望する動機や理由が明白

で適切であること。

イ 当該高等学校・学科に適性、興味・関心を有する

こと。

ウ 人物が優れていること。

エ 調査書の記録が良好であり、当該高等学校・学科

における学習活動に成果が期待できること。

オ 次の要件のいずれかに該当すること。

� 特別活動において優れた実績を有すること。

� 校内外のスポーツ活動、文化活動、奉仕活動等

のうち、いずれかの分野において、熱心な活動が

見られること又は優れた成果を上げていること。

� 理数科又は職業教育を主とする学科を志願する

者にあっては、調査書の各教科の学習の記録のう

ち、それぞれの学科に関連した教科において秀で

ていること。

� 出願資格の詳細については、各高等学校長が、それ

ぞれの高等学校の教育目標、当該学科の特色、地域性

等を十分に考慮して定めるものとする。

４ 出願

推薦入学志願者は、在籍中学校長を経て、高等学校長

に推薦入学願書及び自己アピール書を提出しなければな

らない。

出願期間は、平成１７年１月２６日（水）午前９時から２

月２日（水）正午までとし、受付時間、出願手続等の詳

細については、教育長が別に定める。

５ 報告書

在籍中学校長から高等学校長に提出する報告書は、次

のとおりとし、その様式等については、教育長が別に定

める。

� 推薦書

� 調査書

６ 学力検査

学力検査は、行わない。

７ 面接、集団討論、作文、小論文及び実技テスト

� 推薦入学志願者全員に対して、面接及び集団討論の

うちから少なくとも１つ並びに作文及び小論文のうち

から少なくとも１つの合わせて２つ以上を行う。

なお、面接、集団討論、作文及び小論文の選定その

他実施内容は、高等学校長が当該高等学校の学科ごと

に定め、事前に公表する。

� 実技テストは、工業科のデザイン科の推薦入学志願

者に対して行う。

� 面接、集団討論、作文、小論文及び実技テストを行

う期日及び場所は、次のとおりとする。

平成１７年２月１０日（木） 志願先高等学校（本校又

は分校）

８ 推薦入学者の選抜

高等学校長は、各高等学校、学科等の特色を踏まえて

、自己アピール書、報告書並びに面接、集団討論、作文

、小論文及び実技テストの結果等を総合的に判定し、推

薦入学者を選抜する。

９ 合格者の発表

合格者の発表を行う期日は、次のとおりとし、発表の

方法等は、教育長が別に定める。

平成１７年３月１８日（金）

�������
�愛媛県教育委員会告示第１６号

ろう

平成１７年度愛媛県県立盲学校、聾学校及び養護学校の高等

部入学者選抜実施要項を次のように定める。

平成１６年１０月２２日
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愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦
ろう

平成１７年度愛媛県県立盲学校、聾学校及び養護学校の

高等部入学者選抜実施要項
ろう

平成１７年度愛媛県県立盲学校、聾学校及び養護学校の高等

部の本科及び専攻科の入学者の選抜は、この要項に基づいて

実施する。

１ 募集人員
ろう

平成１７年度県立盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の

本科及び専攻科の第１学年の募集人員は、別に定める。

２ 出願資格

入学を志願できる者は、心身の故障が学校教育法施行令

（昭和２８年政令第３４０号）第２２条の３に定める程度の者で

、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げ

る要件のいずれかに該当するものとする。

� 本科
ろう

ア 平成１７年３月末日までに盲学校、聾学校若しくは養

護学校の中学部若しくは中学校（以下「中学部等」と

いう。）を卒業する見込みの者又は中等教育学校の前

期課程を修了する見込みの者

イ 中学部等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程

を修了した者

ウ 中学部等を卒業した者と同等以上の学力があると認

められる者

� 専攻科
ろう

ア 平成１７年３月末日までに盲学校、聾学校若しくは養

護学校の高等部、高等学校又は中等教育学校（以下「

高等部等」という。）を卒業する見込みの者

イ 高等部等を卒業した者又はこれと同等以上の学力が

あると認められる者

３ 出願

入学志願者は、在籍学校又は出身学校の校長（以下「在

籍学校等校長」という。）を経て（在籍学校及び出身学校

のない場合は直接）、志願先学校の校長（以下「志願先校

長」という。）に入学願書を提出しなければならない。

出願期間は、平成１７年２月１日（火）午前９時から同月

９日（水）正午までとし、受付時間、出願手続等の詳細に

ついては、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」とい

う。）が別に定める。

４ 報告書

在籍学校等校長から志願先校長に提出する報告書は、次

のとおりとし、その様式等については、教育長が別に定め

る。

� 調査書

� 健康診断票

５ 学力検査
ろう

盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の本科（普通科を

除く。）及び専攻科の入学志願者に対して次により学力検

査を行う。

� 本科

ア 検査教科

志願先校長が、学校の実態に応じて決定する。

イ 検査問題

ろう

盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指

導要領（平成１１年３月文部省告示第６１号）に示されて

いる中学部の各教科の目標及び内容に則し、基本的事

項について出題する。

ウ 検査期日

平成１７年３月４日（金）

エ 検査場
ろう

志願先の盲学校、聾学校又は養護学校（本校）

� 専攻科

ア 検査教科

松山盲学校長が、学校の実態に応じて決定する。

イ 検査問題
ろう

盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領（

平成元年１０月文部省告示第１５９号）に示されている各

教科の目標並びに各科目の目標及び内容に則し、基本

的事項について出題する。

ウ 検査期日

平成１７年３月４日（金）

エ 検査場

松山盲学校

６ 面接及び適性検査

� 面接

入学志願者全員に対して行う。

� 適性検査

ア 志願先校長が、学科の特色から判断して必要と認め

る学科の入学志願者に対して行う。

イ 内容は、志願先校長が、学科の特色に応じて決定す

る。

� 期日

学力検査の検査期日と同じ日とする。

７ 入学者の選抜

志願先校長は、報告書、学力検査の成績等を資料として

、次により入学者を選抜する。

� 各学校、学科等の特色を踏まえて、その教育を受ける

に足る能力・適性等を判定する。

� 合否の判定に当たっては、報告書並びに学力検査の成

績、面接及び適性検査の結果等を総合して判定する。

８ 合格者の発表

合格者の発表を行う期日は、次のとおりとし、発表の方

法等は、教育長が別に定める。

平成１７年３月１８日（金）

公安委員会規則

�愛媛県公安委員会規則第１２号
愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則

及び愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように

定める。

平成１６年１０月２２日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する

規則及び愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則

（愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規
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則の一部改正）

第１条 愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関す

る規則（昭和４５年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を

次のように改正する。

別表第１の�の表三本松交番の項所管区の欄中「東町一
～三丁目」を「東町」に改め、「（四軒町、竹之巷、梅之

巷、松之巷、百軒巷、北町、喜多浜、常盤巷、滋巷、八千

代巷）」を削り、「本町一～三丁目」を「本町」に、「樋

の口」を「樋之口」に改め、同表駅前交番の項同欄中「（

新田、天皇、西之川原、沢、岸影、若葉町、錦町、地蔵原

）」を「、新田」に改め、同表玉津駐在所の項位置の欄中

「西条市玉津」を「西条市下島山」に改め、同項所管区の

欄中「、元橋」を削り、同表釜之口駐在所の項同欄中「、

荒川１号～４号」、「、千町１号～６号」、「、藤之石１

号～８号」、「、大保木１号～１０号」、「、中奥１号～６

号」及び「、東之川１号～４号」を削り、「周桑郡小松町

大字石鎚」を「小松町石鎚」に改める。

別表第１の�の表を次のように改める。
� 東予警察署

名称 位置 所管区

駅前交番 西条市三津
屋南

西条市のうち明理川、円海寺、大
新田、喜多台、壬生川、北条、三
津屋、三津屋東、三津屋南

吉井駐在
所

西条市石田 西条市のうち石田、今在家、玉之
江、広江

新町駐在
所

西条市新町 西条市のうち石延、上市、国安、
桑村、新市、新町、高田、広岡、
安用、安用出作

周布駐在
所

西条市周布 西条市のうち周布、吉田

三芳駐在
所

西条市三芳 西条市のうち三芳

河原津駐
在所

西条市河原
津

西条市のうち河原津（東予集団施
設地区を除く。）、河原津新田、
楠

旦之上駐
在所

西条市旦之
上

西条市のうち大野、河之内、黒谷
、実報寺、旦之上、福成寺、宮之
内

小松駐在
所

西条市小松
町新屋敷

西条市のうち小松町北川、小松町
新屋敷、小松町南川

大頭駐在
所

西条市小松
町大頭

西条市のうち小松町明穂、小松町
石鎚（字湯浪、途中の川）、小松
町大郷、小松町大頭、小松町妙口
、小松町安井

丹原駐在
所

西条市丹原
町今井

西条市のうち丹原町池田、丹原町
今井、丹原町川根、丹原町願連寺
、丹原町北田野（八反地、辻堂）
、丹原町久妙寺、丹原町高知、丹
原町古田、丹原町田野上方（筋違
、光下田、柚の木、福田）、丹原
町丹原、丹原町徳能、丹原町徳能
出作、丹原町安用

田野駐在
所

西条市丹原
町北田野

西条市のうち丹原町北田野（奥明
、北野、国広、三天）、丹原町高
松、丹原町田滝、丹原町田野上方
（古市、馬場、宮下、土居）、丹
原町長野

中川駐在 西条市丹原 西条市のうち丹原町明穂、丹原町

所 町石経 石経、丹原町来見、丹原町志川、
丹原町関屋、丹原町寺尾、丹原町
湯谷口

鞍瀬駐在
所

西条市丹原
町鞍瀬

西条市のうち丹原町臼坂、丹原町
楠窪、丹原町鞍瀬、丹原町千原、
丹原町明河、小松町石鎚（字戸石
）

別表第１の�の表駅前交番の項位置の欄中「今治市北宝
来町二丁目」を「今治市北宝来町三丁目」に改め、同表桜

井駐在所の項同欄中「今治市桜井二丁目」を「今治市長沢

」に改め、同項所管区の欄中「東予市河原津」を「西条市

河原津」に改める。

（愛媛県道路交通規則の一部改正）

第２条 愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規

則第２号）の一部を次のように改正する。

別表４の項区間の欄中「周桑郡小松町大字妙口字修理谷

乙８番地５地先」を「西条市小松町妙口字修理谷乙８番地

５地先」に改め、同表６の項同欄中「周桑郡小松町妙口字

山崎甲２３３番３」を「西条市小松町妙口字山崎甲２３３番３

」に改め、同表１７の項同欄中「周桑郡小松町大字新屋敷字

西町裏甲５２７番６」を「西条市小松町新屋敷字西町裏甲５

２７番６」に改め、同表２９の項同欄中「東予市三津屋南３番

３３地先」を「西条市三津屋南３番３３地先」に改め、同表３０

の項同欄中「周桑郡小松町大字新屋敷字三ノ坪甲１１５３番５

」を「西条市小松町新屋敷字三ノ坪甲１１５３番５」に、「西

条市下島山甲１３４５番２」を「同市下島山甲１３４５番２」に改

め、同表４５の項同欄中「東予市三津屋東５５番」を「西条市

三津屋東５５番」に改め、同表４６の項同欄中「東予市北条１６

４９番１地先」を「西条市北条１６４９番１地先」に、「周桑郡

丹原町大字今井３５２番１地先」を「同市丹原町今井３５２番

１地先」に改め、同表４９の項同欄中「東予市今在家７４３番

地先」を「西条市今在家７４３番地先」に、「西条市氷見甲

２２２番５」を「同市氷見甲２２２番５」に改め、同表５０の項

同欄中「周桑郡小松町大字大頭字山本甲２９３番４」を「西

条市小松町大頭字山本甲２９３番４」に、「同郡丹原町大字

今井３５２番１地先」を「同市丹原町今井３５２番１地先」に

改め、同表５１の項同欄中「東予市北条１２０６番１地先」を「

西条市北条１２０６番１地先」に改め、同表１０８の項同欄中「

東予市今在家１５００番地の２」を「西条市今在家１５００番地の

２」に改め、同表１０９の項同欄中「東予市今在家１５００番地

の２」を「西条市今在家１５００番地の２」に改める。

附 則

この規則は、平成１６年１１月１日から施行する。

公安委員会告示

�愛媛県公安委員会告示第６号
愛媛県暴走族等の追放の促進に関する条例第１４条第１項の

規定に基づく暴走行為助長禁止重点区域の指定（平成１４年３

月愛媛県公安委員会告示第５号）の一部を次のように改正し

、平成１６年１１月１日から施行する。

平成１６年１０月２２日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子
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表１の項暴走行為助長禁止重点区域の欄中「周桑郡丹原町

大字湯谷口甲２３３番１地先」を「西条市丹原町湯谷口甲２３３

番１地先」に改め、同表１１の項同欄中「東予市壬生川１０００番

１地先」を「西条市壬生川１０００番１地先」に改め、同表２５の

項同欄中「東予市三津屋東５５番地先」を「西条市三津屋東５５

番地先」に改め、同表４０の項同欄中「東予市三津屋南１３番１７

地先」を「西条市三津屋南１３番１７地先」に改め、同表５６の項

同欄中「東予市三津屋南１３番１８」を「西条市三津屋南１３番１８

」に改める。

公営企業公告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１６年１０月２２日

愛媛県立中央病院長

藤 井 靖 久

１ 入札に付する事項

� 件名

重油の購入

� 購入物品名及び予定数量

重油（ＪＩＳ Ｋ２２０５ １種２号）

約５３０，０００リットル

� 購入物品の内容等

入札説明書による。

� 納入期間

平成１６年１２月１日から平成１７年３月３１日まで

� 納入場所

愛媛県立中央病院

� 入札方法

入札金額は、１リットル当たりの単価を記載すること

。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「石油・燃料類」について

平成１６年度及び平成１７年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事

項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 納入期間中に確実に納入できる体制が整備されている

ことを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院事務局総務課会計係

〒７９０―００２４

愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線 ２２２８

� 入札書の受領期限

平成１６年１１月３０日（火）午後１時３０分

� 入札説明書の交付等

ア 交付期間

平成１６年１０月２２日（金）から１１月２９日（月）までの

執務時間中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を

除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分までをいう

。以下同じ。）

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１６年１１月３０日（火）午後１時３０分

愛媛県立中央病院東洋医学研究所１階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管

理規程第９号）第１７６条において例によることとされる

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条

から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し

説明を求められた場合は、これに応じなければならない

。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県立中央病

院長が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規

程第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限

の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを

落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be purchased：
Heavy Oil
（JIS K２２０５ class １ �２）
approximately５３０，０００�
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� Time limit of tender：１：３０p．m．，３０ November２００４
� For further information，please contact： Accounting
Section，
General Affairs Division，Secretariat，Ehime Prefectural
Central
Hospital，８３ Kasugamachi，Matsuyama，Ehime７９０―００２４
Japan
TEL０８９―９４７―１１１１ Ext２２２８
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